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「岡山いきいき子どもプラン 2025」(仮称)の策定について 

 

   

今年度で計画期間が終了する「岡山いきいき子どもプラン 2020」及び「第３次岡山

県子ども・若者育成支援計画」（以下、「現プラン」という。）の点検・評価等を行

い、取組のさらなる強化に向け、両プランを統合する形で「岡山いきいき子どもプラ

ン 2025」(仮称)を策定する。 

 

１ 背景 

・こども基本法が令和５(2023)年４月に施行され、国は、これまで別々に作成・

推進してきた「少子化社会対策基本法」、「子ども・若者育成支援推進法」及

び「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づく３つのこどもに関する大

綱を一つに束ねた、こども大綱を同年 12月に策定した。 

・こども基本法において、県は、こども大綱を勘案して、県こども計画を定める

ことが努力義務とされている。 

 

２ 計画の性格・位置付け 

○ 中期的な視点から、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境の

整備を総合的・計画的に推進するための基本的な計画 

・ 県こども計画                      （こども基本法） 

・ 県子ども・若者育成支援計画        （子ども・若者育成支援推進法） 

・ 県子どもの貧困対策計画      （子どもの貧困対策の推進に関する法律） 

・ 県子ども・子育て支援事業支援計画        （子ども・子育て支援法） 

・ 次世代育成支援対策のための県行動計画    （次世代育成支援対策推進法） 

・ 自立促進計画              （母子及び父子並びに寡婦福祉法） 

※ 太字は次期計画において、新たに位置付けする計画 

 

３ 計画期間 

令和７(2025)年度から令和 11(2029)年度までの５年間 

 

４ 基本理念 

こども大綱や現プランの理念等を勘案し、今後検討する。 

（参考） 

〇こども大綱 

「こどもまんなか社会」（全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸

福な生活を送ることができる社会）の実現 

〇岡山いきいき子どもプラン 2020の基本理念 

すべての子どもが「おかやまに生まれ、育ち、本当に良かった」と思える未来

に向けて 

〇第３次岡山県子ども・若者育成支援計画の基本理念 

すべての子ども・若者の健やかな成長と自立・活躍に向けて 
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５ 次期プランのポイント 

（１）子ども・若者関連計画の統合 

こども大綱を勘案し、令和６(2024)年度に終期を迎える「岡山いきいき子ども

プラン 2020」と「第３次岡山県子ども・若者育成支援計画」の内容を統合する。 

（２）子ども・若者の社会参画・意見の反映 

内容をやさしくしたパブリックコメントの実施など、子ども・若者の意見を聴

く場を設ける。 

 

６ 策定スケジュール等 

5月 22日 ・県子ども・子育て会議（骨子案） 

・県青少年問題協議会（ 〃 ） 

5月 ・常任・特別委員会（骨子案） 

8月～11月 

 

・県子ども・子育て会議（素案） 

・県青少年問題協議会（ 〃 ） 

11月 ・常任・特別委員会（素案） 

12月～ ・パブリックコメント実施 

2月 ・県子ども・子育て会議（案） 

・県青少年問題協議会（〃） 

・常任・特別委員会（案） 

3月 ・県子ども・子育て会議（修正案）※必要に応じ開催 

・県青少年問題協議会（ 〃 ）    〃 

・プラン決定 

 

 

７ 次期プラン骨子（案） 

  別紙のとおり 
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〇次期プラン骨子（案） 

計 画 の 体 系 及 び 大・中 項 目 

Ⅰ 結婚、妊娠・出産の希望がかなう環境の整備 

 １ 若者のライフデザイン構築支援 ◆ ◇ 

 ２ 若者の結婚の希望をかなえる環境の整備 ◆ 

 ３ 健やかな人生の基礎を築く母子保健の推進 ◆ 

Ⅱ 乳幼児期における教育・保育の充実 

１ 社会全体で子育てをする気運の醸成 ◆ 

２ 乳児期の保育、幼児期の教育・保育の充実等 ◆ 

３ 地域ぐるみの子育て支援の推進 ◆ 

Ⅲ 子ども・若者の成長を支援する環境の充実 

 １ 学校教育の推進と家庭及び地域の教育力の向上 ◆ ◇ 

 ２ 子ども・若者の自己形成への支援 ◇ 

 ３ 創造的な未来を切り拓く子ども・若者の応援 ◇ 

 ４ 放課後の居場所づくり ◆ 

 ５ 地域・世代間交流の促進等 ◆ ◇ 

Ⅳ きめ細かなサポートが必要な子ども・若者や家庭への支援 

 １ 社会的養育体制の充実 ◆ 

 ２ 子ども虐待防止対策の充実 ◆ ◇ 

 ３ 障害や困難を有する子ども・若者への施策の充実 ◆ ◇ 

 ４ ひとり親家庭の自立支援 ◆ 

 ５ 子どもの貧困対策の推進 ◆ ◇ 

Ⅴ ワーク・ライフ・バランスと子育てにやさしい環境づくりの推進 

 １ 子育てと仕事が両立できる環境の整備（ワーク・ライフ・バランス）◆ ◇ 

２ 子育て家庭の安心を支える医療体制の確保 ◆ 

３ 安心して生み育てられる住生活の確保と子育て相談体制 ◆ 

４ 安全・安心な子育て環境の整備 ◆ ◇ 

Ⅵ 子ども・若者の社会参画・意見の反映 新規 

１ 子ども・若者の社会参画の促進と意見反映 

◆ 県いきいき子どもプラン関係項目 

◇ 県子ども・若者育成支援計画関係項目 

 

（別紙） 


